
東京都自殺総合対策計画～こころといのちのサポートプラン～（第２次）の概要

(1)東京都における自殺の状況
・平成23年をピークに都の自殺者数は減少傾向にあったが、令和２年
以降、女性や若年者を中心に増加傾向

・児童、生徒、学生の自殺者数が増加傾向
(2)国の自殺対策
・平成18年に自殺対策基本法を制定し、自殺総合対策大綱に基づき取組を
推進

(3)これまでの都の自殺対策の取組と評価
・東京都自殺総合対策計画等に基づき取組を推進
・令和元年までに都における自殺者数は1,920人に減少
(4)都における今後の自殺対策の基本的な考え方
・幅広い分野で生きることの促進要因を増やし、生きることの阻害要因を
減らすことを通じて、生きることの包括的な支援として対策を推進

・以下の６項目を重点項目として位置付け
①悩みを抱える方を早期に適切な支援窓口につなげる取組を
強化する
②自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぎ、
地域で安定した生活が送れるよう、継続的に支援する
③働き盛りの男性が孤独・孤立を深めることなどにより、
自殺に追い込まれることを防ぐ
④困難を抱える女性への支援を更に充実する
⑤児童・生徒・学生をはじめとする若年層が自殺に
追い込まれることを防ぐ
⑥遺された方への支援を強力に推進する
(5)計画の位置付け
自殺対策基本法第13条第１項に基づく都道府県自殺対策計画
(6)計画期間
令和５年度から令和９年度までの５年間
(7)数値目標
平成27年と比較して30％以上減少

自殺者数 2,290人→令和８年までに 1,600人以下
自殺死亡率 17.4→令和８年までに 12.2以下

第１章 東京都自殺総合対策計画の改定にあたって

(1)地域レベルでの実践的な取組への支援を強化する
(2)都民一人ひとりの気付きと見守りを促す
(3)自殺対策に関わる人材の確保、養成及び資質の向上を図る
(4)心の健康を支援する環境の整備と心の健康づくりを推進する
(5)適切な精神保健医療福祉サービスを受けられるようにする
(6)社会全体の自殺リスクを低下させる
(7)自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ
(8)遺された方への支援を充実する
(9)民間団体との連携を強化する
(10)子供・若者の自殺対策を更に推進する
(11)勤務問題による自殺対策を更に推進する
(12)女性の自殺対策を更に推進する

第３章 都における今後の取組の方向性と施策

(1)自殺総合対策東京会議
(2)関係機関・団体等の役割
(3)区市町村の役割
(4)都の役割（東京都地域自殺対策推進センター）
(5)都民の役割

・都の自殺者数及び自殺死亡率は令和２年、令和３年と前年と
比較して増加

・都の自殺者数の約３分の２を男性、約３分の１を女性が占める
・都における30歳代以下の自殺者の割合は、全国の同割合と比較
して高くなっている

・都の職業別の自殺者数をみると、「無職者」が最も多く、次い
で「被雇用者・勤め人」となっている

・自殺者の自殺未遂歴の状況を見ると、男性は約１割、女性は
約３割となっている

第２章 都の自殺の現状(特徴)

第４章 推進体制
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◆ 東京都自殺相談ダイヤル～こころといのちのほっとライン～
● 概要

年中無休 １２：００～翌朝６：００（受付５：３０まで）
※９月と３月は各５日間２４時間受付
※令和５年１０月から１９：００～２２:００の回線数を２回線から３回線に増加

● R４年度実績

◆ SNS自殺相談～相談ほっとLINE＠東京～
● 概要

年中無休 １５：００～２３：００（受付２２：３０まで）

● R４年度実績

有効友だち登録数※（人）

令和５年３月31日時点：60,791
令和４年３月31日時点：46,251
※友だち登録数からブロック数を除いた数

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計

相談件数 2,166 2,456 2,239 2,293 2,260 2,259 2,157 2,042 2,128 2,137 1,951 2,174 26,262

対応率 30.7% 26.0% 26.5% 28.4% 23.6% 23.7% 23.6% 23.2% 26.5% 24.7% 22.0% 17.7% 24.4%

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計

アクセス数 5,479 6,134 5,244 4,027 4,344 4,573 3,703 4,043 3,659 4,635 4,162 4,404 54,407

相談件数 1,321 1,386 1,320 1,266 1,220 1,400 1,222 1,168 1,077 1,119 1,057 1,313 14,869

対応率 24.1% 22.6% 25.2% 31.4% 28.1% 30.6% 33.0% 28.9% 29.4% 24.1% 25.4% 29.8% 27.3%

①早期に適切な支援窓口につなげる取組
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◆ 自殺相談ダイヤルへのコールセンターシステム等の導入

相談対応業務の効率化及び相談対応の質の向上を図るため、自殺相談ダイヤルにコールセンターシス
テム等を導入する。

①早期に適切な支援窓口につなげる取組
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①音声データのテキスト化
音声データをリアルタイムでテキスト化し、報告作成の

効率化やスムーズな相談対応のフォローにつなげる。

②対応状況をリアルタイムで可視化
後方支援職員がリアルタイムで各相談員の対応状況を

確認し、相談員の円滑な支援につなげる。

③相談者情報、相談記録の電子化
紙媒体中心の管理から、電子データ中心の管理に移行し、

相談者情報・相談記録の管理を効率化する。

④電話番号と紐づけ、着信時に相談者情報を自動的に表示
電話着信時に自動的に相談者情報を表示するようにすることで、

過去の対応状況の確認を円滑に行い、相談対応の質の向上につなげる。

システム化により追加する主な機能

0570-087478

000-0000-0002

東京 太郎

東京 太郎

東京 太郎

お気持ちを傾聴

支援機関を紹介

お気持ちを傾聴

希死念慮が強く注意が必要

着信時に相談者情報を自動的
に表示



◆ 東京都こころといのちのほっとナビ～ここナビ～

悩みを抱える方を早期に必要な支援につなげるため、 居住地や相談内容等に応じた適切な相談機関を案内

①早期に適切な支援窓口につなげる取組

・「こころの健康チェック」をここナビに追加
・「健康チェック」→「こころコンディショナー」・

「相談窓口」の流れで、利用を案内
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＜アクセス件数＞

令和４年
４月

令和４年
５月

令和４年
６月

令和４年
７月

令和４年
８月

令和４年
９月

令和４年
１０月

令和４年
１１月

令和４年
１２月

令和５年
１月

令和５年
２月

令和５年
３月

合計

44,937 63,692 47,997 45,719 45,357 52,289 44,584 34,315 32,386 38,027 42,038 92,653 583,994

自殺対策強化月間 自殺対策強化月間／検索連動型広告拡充
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1．実施内容
○自殺の危険因子となりうる生活課題のうち、６つの領域（妊産婦・DV・依存症・うつ・性的マイノリティ・虐

待）を抽出。それぞれについて、運用するキーワードを設定

○キーワードを検索した者に対し、検索連動型広告を表示して特設サイトに誘導し、相談窓口・セルフケア等の利用
を案内。その過程で得られた運用データ、オンライン質問の結果を分析

○広告の内容が広告クリックとコンバージョンに与える影響を検討

２．調査研究で得られた知見
○依存症を除く５領域においては、検索連動型広告で、支援情報を早期に効率的に提供することが可能

○依存症領域のうち、ギャンブル・アルコール依存は、支援情報をより早期に効率的に提供することに一定の効果を
発揮しうるが、薬物依存については困難

○５領域に関するキーワードを検索する者のメンタルヘルスの状態は非常に悪い。

○クリック率を高めるためには、サイトの目的の説明よりも共感的な言葉がけ（例：つらかったですね）を含む広告
文が有効

「自殺対策に資する検索連動型広告の効果的な運用に関する調査研究」（令和４年）

○キーワードと広告文の組み合わせを３分類⇒８分類に細分化
旧：「自殺関連」「一般・様々な悩み」＋「暴力系（虐待・DV・性被害）」
新：「自殺関連」「一般・様々な悩み」

＋「妊産婦」 「DV」 「うつ」 「性的マイノリティ」 「虐待」 「ギャン
ブル・アルコール」
※ 薬物依存に関するキーワードの一部は「自殺関連」等で設定

○広告文を共感的な言葉がけに変更

○その他、報告書、手引を踏まえた修正の実施
（例）虐待領域の広告文を、「親」に限定せず「家族」に変更。ひらがな表記に変更 等

調査研究を踏まえた広告文・キーワードの変更

①早期に適切な支援窓口につなげる取組

◆ 検索連動型広告
インターネットの検索連動型広告を用いて、悩みを抱える方をここナビに誘導し、
早期に適切な支援窓口につなげる取組を実施
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実際に表示される広告例

検索結果の表示画面の例
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◆ 自殺未遂者対応地域連携支援事業（東京都こころといのちのサポートネット）

救急医療機関等に搬送された自殺未遂者や自殺リスクの高い方などを地域の支援や精神科医療につなぐ
相談調整窓口を運営

②自殺未遂者への継続的な支援
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【新規支援対象者の年代別割合の推移】

【10代以下の若者への新規支援件数】

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

不明

80歳以上

70歳代

60歳代

50歳代

40歳代

30歳代

20歳代

10代以下

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

支援件数 13 16 16 28 22 24 26 35

○啓発資材の作成・配布（R4.3~）
教員・学校職員向けの自殺防止対応
案内ボードを作成し、都内すべての
学校（小・中・高）に配布

【新規・継続案件別支援件数】

東京都こころといのちのサポートネット 支援実績

取扱件数 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

新規 253 286 250 309 294 305 250 297

継続 466 791 1,102 1,115 1,163 1,289 1,481 1,513

合計 719 1,077 1,352 1,424 1,457 1,594 1,731 1,810
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国モデル事業
若者の自殺危機対応チーム

東京都
こころといのちのサポートネット

設置主体 都道府県等
東京都
（NPO法人メンタルケア協議会へ委託）

開始年度 令和５年度 平成26年度

支援
対象者

若者 全年代

支援
要請者

市町村における支援主体
（保健所、学校関係者、若者支援団体 等）

区市町村における支援主体
（保健所、学校関係者、救急医療機関、警察、
消防、その他支援団体 等）

支援者
多職種の専門家チーム
精神保健福祉士、心理士、精神科医、 弁護士 等

多職種の専門家チーム
精神保健福祉士、心理士、精神科医、 弁護士 等

支援内容
・支援要請者に対する、対象者への

支援方法の 指導、助言

・支援要請者に対する、対象者への
支援方法の指導、助言

・対象者及び家族への直接支援
（面談、同行受診等）

・支援機関における打合せやケース
検討会への出席

支援受付体制 指定なし 365日対応（毎日９時～19時）

自殺リスクの高い子供への対応に関する国モデル事業と都の取組の比較
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⑥遺された方への支援

◆ 「とうきょう自死遺族総合支援窓口」の開設

自死遺族等が直面する様々な問題に対し、自死発生直後から支援するため、自死遺族等のための
総合支援窓口を設置

○開設日 令和５年１０月１日（日曜日）

○実施主体
東京都（委託先：特定非営利活動法人全国自死遺族総合支援センター）

○対象者
身近な人を自死により亡くした方（家族、親族、パートナー等）
※原則として都内在住の方（都内に通勤、通学、在住されていた方

のご遺族等を含む。）

○受付時間 火曜日・水曜日・金曜日 15:00～19:00
日曜日 13:00～17:00

○電話番号 03-5357-1536

○支援内容
電話による相談対応（気持ちの受けとめ、必要な手続への対応に
関する助言、専門の相談・支援機関への紹介等）
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「とうきょう自死遺族総合支援窓口」実績
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相談件数 内、新規相談 １日平均

10月 51 32（63%） 2.8

11月 51 18（35%） 3.2

12月 58 23（40%） 3.2

(１) 相談件数

(２) 死別からの期間

(単位：件)

7

9

3

12

2

7

11

12

14

4

2

7

12

11

6

2

5

1

7

7

12

3

3

1

12月

11月

10月

1か月以内 2～3か月 4～12か月 1～5年 6～10年 11～20年 20年以上 不明

(単位：件)

その他、自死遺族
以外からの相談

1

7

1



(４) 対応内容

傾聴 共感 整理 助言 情報提供

10月 50 33 18 8 8

11月 48 29 5 13 14

12月 50 29 9 17 12

(単位：件) ※複数計上あり

※「情報提供」は区市町村窓口、他機関窓口、遺族の集いの紹介等

インターネット 家族、知人、友人 新聞 テレビニュース 他機関 不明

10月 8 1 17 7 16 3

11月 11 3 3 3 15 17

12月 19 0 2 1 18 20

(３) 窓口を知った経緯
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(単位：件) ※複数計上あり

○法律的問題として弁護士につなげたケース（10月 2件、11月 3件、12月 4件）
（相談内容例）

・賃貸住宅の賃貸人から退居を促されていることへの対応
・マンションの家主から損害賠償を求められた場合の対応
・鉄道会社からの損害賠償を求められた場合の対応


